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療
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指
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指
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療
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生
活
保
護
等
に
よ
る
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者
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者
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あ
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者
）
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指
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生
活
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護
等
に
よ
る
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者
（
開
設
者
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者
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改
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計
画
の
決
定
及
び
縦
覧
（
国
営
事
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三
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調
査
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三
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査
　
公
　
表

監
査
の
結
果
に
関
す
る
措
置
状
況
の
公
表
（
行
政
監
査
）  

五

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指

定
し
た
。

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
七
日

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所　
　

在　
　

地

指
定
年
月
日

お
た
べ
歯
科
医
院
山
田　

裕
也

別
府
市
荘
園
町
八
組
の
一

令　

五
・　

九
・　

一

ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ

ン
薬
局
大
分
医
大

前
店

株
式
会
社
ド
ラ
ッ

グ
イ
レ
ブ
ン

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
三
丁
目
一
二

三
三
―
二

令　

五
・
一
〇
・　

一

べ
っ
ぷ
在
宅
・
訪

問
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
大
晴
会
別
府
市
荘
園
九
組
一　

セ
ス
ナ
ビ
ル
三

階

令　

五
・　

七
・　

一

Ｌ
ｉ
ｎ
ｋ

株
式
会
社
Ｎ
Ｅ
Ｘ

Ｔ

別
府
市
若
草
町
一
〇
番
一
五
号
共
立
ビ

ル
三
階
三
〇
二
―
五
号

令　

五
・　

九
・　

一

国
家
公
務
員
共
済

組
合
連
合
会
新
別

府
病
院

国
家
公
務
員
共
済

組
合
連
合
会

別
府
市
大
字
鶴
見
三
八
九
八
番
地

令　

五
・　

九
・　

一

医
療
法
人
谷
口
歯

科
医
院

医
療
法
人
谷
口
歯

科
医
院

別
府
市
北
浜
一
丁
目
二
番
二
五
号

令　

五
・　

九
・　

一

う
す
き
眼
科

野
田　

佳
宏

臼
杵
市
市
浜
六
六
九
―
一

令　

五
・　

九
・　

一

中
村
病
院

医
療
法
人
恵
愛
会
別
府
市
秋
葉
町
八
番
二
四
号

令　

五
・
一
〇
・　

一

向
井
病
院

医
療
法
人
慈
愛
会
別
府
市
大
字
南
立
石
二
四
一
番
地
の
一

五

令　

五
・
一
〇
・
一
八

爲
末
歯
科
ク
リ
ニ

ッ
ク

爲
末　

顕

別
府
市
大
字
鶴
見
字
市
ノ
原
三
三
三
〇

番
地
の
三

令　

五
・
一
〇
・　

一

村
上
記
念
病
院

医
療
法
人
杏
林
会
中
津
市
諸
町
一
七
九
九
番
地

令　

五
・
一
〇
・　

一

大
分
県
済
生
会
日

田
病
院

社
会
福
祉
法
人
恩

賜
財
団
済
生
会
支

部
大
分
県
済
生
会
日
田
市
大
字
三
和
六
四
三
番
地
の
七

令　

五
・
一
〇
・　

一

大
分
県
済
生
会
日

田
病
院
（
歯
科
）
社
会
福
祉
法
人
恩

賜
財
団
済
生
会
支

部
大
分
県
済
生
会
日
田
市
大
字
三
和
六
四
三
番
地
の
七

令　

五
・
一
〇
・　

一

下
飛
田
小
児
科

下
飛
田　

毅

日
田
市
中
央
一
丁
目
七
―
一

令　

五
・
一
〇
・　

一

臼
杵
病
院

社
会
医
療
法
人
帰

巖
会

臼
杵
市
大
字
江
無
田
一
一
五
四
番
地
一
令　

五
・
一
〇
・　

一

臼
杵
病
院
（
歯

科
）

社
会
医
療
法
人
帰

巖
会

臼
杵
市
大
字
江
無
田
一
一
五
四
番
地
一
令　

五
・
一
〇
・　

一



令
和
五
年
十
一
月
十
七
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）

臼
杵
病
院
巡
回
診

療
所

社
会
医
療
法
人
帰

巖
会

臼
杵
市
大
字
風
成
六
〇
二
―
一

令　

五
・
一
〇
・　

一

杵
築
市
立
山
香
病

院

杵
築
市

杵
築
市
山
香
町
大
字
野
原
一
六
一
二
番

地
一

令　

五
・
一
〇
・　

一

河
野
歯
科
医
院

河
野　

俊
貴

速
見
郡
日
出
町
川
崎
八
〇
七
―
一
一

令　

五
・
一
〇
・
一
一

小
路
内
科
医
院

医
療
法
人
高
徳
純

眞
会

中
津
市
大
字
上
宮
永
七
四
番
地

令　

五
・　

九
・　

一

秦
医
院

医
療
法
人
社
団
柏

方
会

竹
田
市
大
字
竹
田
七
五
五
番
地

令　

五
・　

九
・　

一

そ
う
ご
う
薬
局
中

津
店

総
合
メ
デ
ィ
カ
ル

株
式
会
社

中
津
市
大
字
永
添
五
一
二
番
地
の
二

令　

五
・　

九
・　

一

合
資
会
社
岩
里
薬

局

合
資
会
社
岩
里
薬

局

日
田
市
亀
山
町
二
―
二
四

令　

五
・　

九
・　

一

有
限
会
社
朝
倉
薬

局
天
神
店

有
限
会
社
朝
倉
薬

局

日
田
市
大
字
三
和
七
三
―
五

令　

五
・　

九
・
一
九

フ
ァ
ン
薬
局
長
門

記
念
病
院
前

㈱
フ
ァ
ン
メ
デ
ィ

カ
ル

佐
伯
市
鶴
岡
町
一
丁
目
二
〇
〇
七
番
七
令　

五
・　

九
・　

一

大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所　
　

在　
　

地

廃
止
年
月
日

よ
し
ま
さ
歯
科

石
井　

義
将

日
田
市
田
島
町
一
丁
目
七
―
一
四

令　

五
・　

七
・
三
一

な
ん
ば
歯
科
医
院
難
波　

亮
二

杵
築
市
大
字
杵
築
字
北
浜
六
六
五
―
二

六
二

令　

五
・　

六
・
三
〇

髙
山
歯
科
医
院

髙
山　

健
治

竹
田
市
竹
田
殿
町
二
〇
二
七
番
地

令　

五
・　

七
・
三
〇

一
井
薬
局

一
井　

伸
彦

国
東
市
安
岐
町
瀬
戸
田
七
一
一
―
三

令　

四
・
一
二
・　

五

有
限
会
社
エ
ン
ド

ル
・
ウ
エ
ガ
キ
薬

局

有
限
会
社
エ
ン
ド

ル
・
ウ
エ
ガ
キ
薬

局

豊
後
高
田
市
新
町
九
五
四
番
地

令　

五
・　

八
・
三
一

大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
者
（
開
設

者
で
あ
る
施
術
者
）
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

施
術
者
の
氏
名

施
術
所
の
名
称

所　
　

在　
　

地

指
定
年
月
日

平　

野　

敦　

朗
平
野
整
骨
院

別
府
市
南
立
石
八
幡
町
一
組

令　

五
・　

七
・
二
一

大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
者
（
開
設

者
で
な
い
施
術
者
）
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

施
術
者
の
氏
名

施　

術　

者　

の　

住　

所

指
定
年
月
日

柾　

木　

孝　

之
中
津
市
大
字
万
田
六
五
二
―
四
一
七

令　

五
・　

六
・
二
二

中　

野　
　
　

浩
国
東
市
安
岐
町
向
陽
台
一
六
―
六

令　

五
・　

八
・　

一

湯
木
野　

慶　

司
速
見
郡
日
出
町
川
崎
四
八
九
〇
番
地
二　

ウ
ィ
ッ
ト
川
崎
Ⅱ
ｅ

棟
一
〇
二
号
室

令　

五
・　

八
・　

一

大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号



令
和
五
年
十
一
月
十
七
日

三

大
分
県
報
（
告
示
）

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特

定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保

護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
施
術
者
か
ら
廃
止
の
届

出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

施
術
者
の
氏
名

施
術
所
の
名
称

所　
　

在　
　

地

廃
止
年
月
日

糸　

長　

佑　

哉
糸
長
整
骨
院

別
府
市
石
垣
西
七
丁
目
四
―
一
一

エ
ス
ポ
ワ
ー
ル
石
垣
一
Ｆ

令　

五
・　

七
・
三
一

大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号

　

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
令
和
五

年
度
の
臨
時
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

種
畜
証
明
書
番
号

名
前

品
種

検
査
成
績

　

令
五
大
分
県
臨
三
第
一
号

　

Ｄ
Ｂ

9371
そ
の
他

級
外

　

令
五
大
分
県
臨
三
第
二
号

　

Ｄ
Ｂ

9388
そ
の
他

級
外

　

令
五
大
分
県
臨
三
第
三
号

　

Ｄ
Ｂ

9396

そ
の
他

級
外

　

令
五
大
分
県
臨
三
第
四
号

　

Ｄ
Ｂ

9470

そ
の
他

級
外

　

令
五
大
分
県
臨
三
第
五
号

　

Ｄ
Ｂ

9472

そ
の
他

級
外

　

令
五
大
分
県
臨
三
第
六
号

　

Ｄ
Ｂ

9503

そ
の
他

級
外

　

令
五
大
分
県
臨
三
第
七
号

　

Ｄ
Ｂ

9513

そ
の
他

級
外

　

令
五
大
分
県
臨
三
第
八
号

　

Ｄ
Ｂ

9554

そ
の
他

級
外

　

令
五
大
分
県
臨
三
第
九
号

　

Ｄ
Ｂ

9555

そ
の
他

級
外

　

令
五
大
分
県
臨
三
第
十
号

　

Ｄ
Ｂ

9569

そ
の
他

級
外

大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号

　

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
臨
時
種
畜
検
査
を
実
施
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

検　

査　

期　

日

検　

査　

場　

所

家
畜
の
種
類

令
和
五
年
十
二
月
七
日

竹
田
市
久
住
町

牛

大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
営

緊
急
農
地
再
編
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

地　
　

区　
　

名

縦　

覧　

期　

間

縦
覧
場
所

駅
館
川
地
区
塔
尾
二
工
区

令
五
・
一
一
・
一
七
か
ら

令
五
・
一
二
・　

七
ま
で

宇
佐
市
役
所

大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地

籍
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
地
域

認
証
年
月
日

竹
田
市

平
一
八
・
五
・
一
九
か

ら
平
二
◯
・
一
・
二
八

ま
で

竹
田
市
久
住
町
大
字

栢
木
の
一
部
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

竹
田
市
久
住
町
大
字

栢
木
の
一
部

令
五
・
一
一
・　

七

竹
田
市

平
三
一
・
二
・
一
六
か

ら
令
三
・
二
・
一
九
ま

で

竹
田
市
大
字
次
倉
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

竹
田
市
大
字
次
倉
の

一
部

令
五
・
一
一
・　

七



令
和
五
年
十
一
月
十
七
日

四

大
分
県
報
（
告
示
）

竹
田
市

令
元
・
六
・
二
二
か
ら

令
三
・
二
・
二
四
ま
で
竹
田
市
大
字
会
々
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

竹
田
市
大
字
会
々
の

一
部

令
五
・
一
一
・　

七

竹
田
市

令
元
・
一
二
・
五
か
ら

令
四
・
二
・
二
五
ま
で
竹
田
市
大
字
会
々
・

飛
田
川
の
一
部
の
地

籍
図
及
び
地
籍
簿

竹
田
市
大
字
会
々
及

び
大
字
飛
田
川
の
各

一
部

令
五
・
一
一
・　

七

竹
田
市

令
二
・
六
・
一
九
か
ら

令
四
・
二
・
二
五
ま
で
竹
田
市
荻
町
瓜
作
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

竹
田
市
荻
町
瓜
作
の

一
部

令
五
・
一
一
・　

七

宇
佐
市

令
二
・
六
・
二
九
か
ら

令
四
・
一
・
二
◯
ま
で
宇
佐
市
大
字
赤
尾
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

宇
佐
市
大
字
赤
尾
の

一
部

令
五
・
一
一
・　

七

宇
佐
市

令
元
・
一
◯
・
一
か
ら

令
三
・
一
一
・
一
二
ま

で

宇
佐
市
院
内
町
月
俣

の
一
部
の
地
籍
図
及

び
地
籍
簿

宇
佐
市
院
内
町
月
俣

の
一
部

令
五
・
一
一
・　

七

宇
佐
市

令
二
・
一
◯
・
一
か
ら

令
四
・
一
◯
・
二
七
ま

で

宇
佐
市
院
内
町
月
俣

の
一
部
の
地
籍
図
及

び
地
籍
簿

宇
佐
市
院
内
町
月
俣

の
一
部

令
五
・
一
一
・　

七

豊
後
大
野
市
令
元
・
六
・
一
一
か
ら

令
三
・
二
・
一
八
ま
で
豊
後
大
野
市
大
野
町

中
原
の
一
部
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

豊
後
大
野
市
大
野
町

中
原
の
一
部

令
五
・
一
一
・　

七

大
分
県
告
示
第
四
百
九
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

備
考

豊
後
大
野
市
千
歳
町
前

田
字
六
郎
一
三
三
〇
番

六
地
先
か
ら

豊
後
大
野
市
千
歳
町
前

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

　

 

一
七
・
五

～　

九
・
五

メ
ー
ト
ル

二
一
一
・
〇

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

田
字
岩
崎
一
三
一
六
番

地
先
ま
で

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

県
道
三
重
新

殿
線

豊
後
大
野
市
千
歳
町
前

田
字
六
郎
一
三
三
〇
番

六
地
先
か
ら

豊
後
大
野
市
千
歳
町
前

田
字
岩
崎
一
三
一
六
番

地
先
ま
で

後

Ａ
　

 

一
七
・
五

～　

九
・
五

二
一
一
・
〇

豊
後
大
野
市
千
歳
町
前

田
字
岩
崎
一
二
五
三
番

一
か
ら

豊
後
大
野
市
千
歳
町
前

田
字
岩
崎
一
三
一
六
番

地
先
ま
で

Ｂ
　

 

二
四
・
一

～
一
一
・
六

二
六
二
・
〇

大
分
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
田
野
野

上
線

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
野
上
字
堀
田
三

四
六
〇
番
一
地
先
か
ら

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
野
上
字
下
野
矢

三
九
五
六
番
三
地
先
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

　

  

六
・
〇

～　

四
・
〇

メ
ー
ト
ル

六
九
・
三

後

  

一
一
・
八

～　

七
・
三

六
九
・
三

大
分
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置



令
和
五
年
十
一
月
十
七
日

五

大
分
県
報
（
告
示
・
監
査
公
表
）

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
飯
田
高
原
中
村
線

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町
田
字
長
井
野
三
七
四
五
番

一
二
か
ら

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町
田
字
長
井
野
三
七
四
五
番

二
〇
ま
で

令
五
・
一
一
・
一
七

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町
田
字
長
井
野
三
七
四
五
番

二
〇
地
内

令
五
・
一
一
・
一
七

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町
田
字
長
井
野
三
七
四
五
番

二
四
か
ら

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町
田
字
長
井
野
三
七
四
六
番

二
ま
で

令
五
・
一
一
・
一
七

○
監
　
査
　
公
　
表

監
査
委
員
公
表
第
709号

　
令

和
５

年
２

月
15日

付
け

監
査

第
872号

の
行

政
監

査
の

結
果

に
関

す
る

報
告

に
基

づ
き

、
大

分
県

知
事

か
ら

、
地

方
自

治
法

（
昭

和
22年

法
律

第
67号

）
第

199条
第

14項
の

規
定

に
よ

り
措

置
を

講
じ

た
旨

の
通

知
が

あ
っ

た
の

で
、

同
項

の
規

定
に

よ
り

次
の

と
お

り
公

表
す

る
。

　
　

令
和

５
年

11月
17日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
監

査
委

員
　

　
長

　
谷

　
尾

　
　

　
雅

　
　

　
通

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
大

分
県

監
査

委
員

　
　

長
　

　
　

野
　

　
　

恭
　

　
　

子
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
監

査
委

員
　

　
古

　
手

　
川

　
　

　
正

　
　

　
治

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
大

分
県

監
査

委
員

　
　

𠮷
　

　
　

村
　

　
　

哲
　

　
　

彦
１

　
令

和
４

年
度

行
政

監
査

テ
ー

マ
　

「
多

様
な

主
体

と
の

協
働

に
つ

い
て

」

２
　

令
和

４
年

度
行

政
監

査
の

結
果

に
関

す
る

報
告

に
基

づ
く

措
置

（
令

和
５

年
８

月
31日

現
在

）
　

⑴
　

概
　

　
　

要
　「

措
置

済
」

３
件

　
⑵

　
措

置
の

状
況

報
告

に
お

け
る

項
目

監
査

の
結

果
（

要
旨

）
措

置
の

内
容

及
び

監
査

対
象

機
関

３
　

協
働

の
推

進
　

⑴
  　

協
働

の
全

庁
的

　
　

な
推

進
体

制
　

　
　

　
ア

    　
協

働
推

進
員

の
活

用
（

現
　

　
状

）
　

協
働

推
進

員
を

各
部

局
の

主
管

課
や

地
方

機
関

の
振

興
局

等
の

職
員

に
割

り
当

て
て

配
置

し
て

い
る

が
、

今
回

監
査

を
行

っ
た

協
働

事
業

に
つ

い
て

は
関

与
が

少
な

く
、

役
割

を
果

た
せ

る
仕

組
み

が
十

分
に

整
っ

て
い

る
と

は
 

言
え

な
い

状
況

が
見

ら
れ

た
。

（
検

討
事

項
１

）
　

協
働

推
進

員
の

配
置

に
当

た
っ

て
 

は
、

指
導

的
な

立
場

の
職

員
を

選
任

す
 

る
こ

と
や

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

現
場

体
験

研
修

の
 

受
講

者
や

Ｎ
Ｐ

Ｏ
へ

の
委

託
・

補
助

事
業

に
関

わ
っ

た
経

験
を

持
つ

職
員

を
 

充
て

る
な

ど
、

よ
り

実
効

性
が

上
が

る
よ

う
検

討
さ

れ
た

い
。

　
県

と
し

て
「

Ｎ
Ｐ

Ｏ
と

多
様

な
主

体
と

の
協

働
」

を
推

進
す

る
た

め
に

 
は

、
庁

内
の

部
局

間
連

携
を

強
化

 
し

、
取

り
組

ん
で

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
各

部
局

及
び

振
興

局
に

配
 

置
す

る
協

働
推

進
員

に
つ

い
て

は
、

 
指

導
的

な
立

場
の

職
員

、
行

政
の

Ｎ
Ｐ

Ｏ
現

場
体

験
研

修
参

加
者

や
Ｎ

 
Ｐ

Ｏ
と

協
働

し
た

事
業

の
実

施
経

 
験

が
あ

り
関

心
が

あ
る

者
な

ど
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
と

の
協

働
推

進
に

意
欲

の
あ

 
る

職
員

の
選

任
を

依
頼

す
る

。
（

県
民

生
活

・
男

女
共

同
参

画
課

）

　
　

イ
  　

「
お

お
い

た
Ｎ

 
Ｐ

Ｏ
協

働
実

践
 

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

の
 

活
用

（
現

　
　

状
）

　
「

お
お

い
た

Ｎ
Ｐ

Ｏ
協

働
実

践
マ

 
ニ

ュ
ア

ル
」

は
、

そ
の

内
容

が
提

案
競

 
技

を
行

う
委

託
事

業
を

中
心

に
記

載
さ

れ
て

お
り

、
補

助
や

共
催

な
ど

様
々

な
協

働
手

法
に

応
じ

た
協

働
の

ポ
イ

ン
ト

に
つ

い
て

は
記

載
が

少
な

い
。

ま
た

、
各

所
属

や
Ｎ

Ｐ
Ｏ

に
お

け
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

浸
透

度
は

高
い

と
は

言
え

 
な

い
状

況
で

あ
っ

た
。

（
検

討
事

項
２

）
　

Ｎ
Ｐ

Ｏ
を

取
り

巻
く

環
境

が
変

化
 

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
協

働
実

践
マ

ニ
ュ

ア
ル

で
は

、
委

託
以

外
に

補
助

事
業

 

　
「

お
お

い
た

Ｎ
Ｐ

Ｏ
協

働
実

践
 

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

は
、

行
政

と
Ｎ

Ｐ
Ｏ

と
の

協
働

が
初

め
て

の
人

で
も

円
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等
も

取
り

上
げ

る
な

ど
、

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

記
載

内
容

を
拡

充
し

、
幅

広
く

活
用

さ
れ

る
よ

う
検

討
さ

れ
た

い
。

滑
に

取
り

組
め

る
よ

う
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
と

協
議

し
な

が
ら

作
成

し
た

実
用

的
 

な
も

の
で

あ
る

。
　

協
働

型
委

託
事

業
は

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

の
特

性
を

活
か

し
た

望
ま

し
い

協
働

 
の

ひ
と

つ
と

し
て

、
主

に
提

案
公

募
 

型
委

託
の

流
れ

を
例

示
し

た
も

の
 

で
あ

り
、

個
々

の
補

助
事

業
等

に
つ

い
て

は
、

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

記
載

事
項

 
を

参
考

に
し

な
が

ら
各

事
業

課
が

 
作

成
す

る
補

助
金

交
付

要
綱

等
に

 
基

づ
き

、
協

働
を

積
極

的
に

進
め

て
ほ

し
い

と
考

え
て

い
る

。
　

そ
の

他
、

共
催

や
後

援
、

実
行

委
員

会
・

協
議

会
な

ど
の

協
働

手
法

に
つ

い
て

も
、

毎
年

度
の

「
県

・
市

町
村

と
Ｎ

Ｐ
Ｏ

と
の

協
働

施
策

調
査

」
 

の
際

、
手

法
毎

の
注

意
事

項
等

を
記

 
載

し
た

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

ポ
イ

ン
ト

 
を

調
査

対
象

所
属

に
配

布
し

て
い

 
る

。
ま

た
、

毎
年

度
当

初
の

「
市

町
村

Ｎ
Ｐ

Ｏ
担

当
課

長
・

担
当

者
及

び
県

協
働

推
進

員
会

議
」

に
お

い
て

、
 

Ｎ
Ｐ

Ｏ
と

の
協

働
に

係
る

各
事

業
 

の
工

夫
や

課
題

等
に

つ
い

て
、

情
報

共
有

・
情

報
交

換
し

な
が

ら
、

そ
の

推
進

に
取

り
組

ん
で

い
る

。
（

県
民

生
活

・
男

女
共

同
参

画
課

）

　
　

エ
  　

中
間

支
援

組
織

等
の

支
援

と
活

用
　

　
　

　

（
現

　
　

状
）

　
Ｎ

Ｐ
Ｏ

と
の

協
働

を
推

進
し

て
い

 
く

う
え

で
、

現
場

で
サ

ポ
ー

ト
を

担
う

中
間

支
援

組
織

等
の

役
割

が
ま

す
ま

す
重

要
に

な
っ

て
い

る
。

人
口

減
少

社
会

に
お

い
て

地
域

課
題

が
多

様
化

す
る

中
で

、
こ

の
よ

う
な

中
間

支
援

組
織

等
が

様
々

な
分

野
や

各
地

域
で

活
躍

す
る

こ
と

が
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
活

動
の

底
上

げ
や

発
展

に
つ

な
が

る
と

考
え

ら
れ

る
。

（
検

討
事

項
３

）

　
様

々
な

分
野

や
各

地
域

で
中

間
支

援
組

織
等

が
よ

り
活

躍
で

き
る

よ
う

 
支

援
を

拡
げ

る
と

と
も

に
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
が

中
間

支
援

組
織

等
を

一
層

活
用

で
き

る
よ

う
な

取
組

を
検

討
さ

れ
た

い
。

　
県

が
令

和
４

年
度

か
ら

実
施

し
 

て
い

る
「

ふ
る

さ
と

創
生

Ｎ
Ｐ

Ｏ
連

携
促

進
事

業
」

に
お

い
て

、
公

益
財

団
法

人
お

お
い

た
共

創
基

金
が

、
中

間
支

援
活

動
を

行
う

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
 

等
に

対
し

、
活

動
経

費
を

支
援

す
る

仕
組

み
を

新
た

に
導

入
し

て
い

る
。

ま
た

、
令

和
５

年
度

予
算

に
お

い
 

て
、

事
業

費
補

助
金

の
予

算
額

を
拡

 
充

し
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
　

な
お

、
中

間
支

援
組

織
等

に
つ

い
て

は
、

令
和

４
年

度
に

改
定

し
た

県
Ｎ

Ｐ
Ｏ

協
働

指
針

に
お

い
て

、
Ｎ

Ｐ
 

Ｏ
の

自
立

的
活

動
基

盤
の

強
化

に
 

係
る

中
間

支
援

組
織

等
と

の
連

携
 

に
つ

い
て

明
記

し
た

。
　

今
後

と
も

、
公

的
な

中
間

支
援

組
織

で
あ

る
公

益
財

団
法

人
お

お
い

 
た

共
創

基
金

や
中

間
支

援
活

動
を

 
行

う
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

等
と

連
携

・
協

力
し

て
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
と

多
様

な
主

体
と

の
協

働
に

取
り

組
ん

で
い

く
。

（
県

民
生

活
・

男
女

共
同

参
画

課
）


